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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一面（１１）と他面（１２）とが表裏の板面の関係にある樹脂よりなる基板（１０）と
、
　前記基板の一面に搭載された電子部品（２０、２１）と、
　前記基板の一面に設けられ、前記電子部品とともに前記基板の一面を封止するモールド
樹脂（３０）と、を備え、
　前記基板の他面は、前記モールド樹脂より露出しているハーフモールドタイプのモール
ドパッケージであって、
　前記モールド樹脂は、前記基板の一面の一部である封止部（１ａ）を封止しつつ当該一
面の残部を露出部（１ｂ）として露出させるように、前記基板の一面に配置されたもので
あり、
　前記モールド樹脂における側面（３１、３２）のうち少なくとも１つの側面は、前記基
板の端面（１３）と同一平面に位置する端部側面（３１）とされており、
　前記モールド樹脂における側面のうち少なくとも１つの側面は、前記基板の一面におけ
る前記封止部と前記露出部との境界部に位置して前記基板の一面から当該一面上に延びる
境界部側面（３２）とされており、
　前記境界部側面のうち、少なくとも前記基板の一面に接する下端部（３２ａ）側の部位
は、前記基板の一面に対する傾斜角（θ）が鋭角となるように、前記基板の一面に対して
傾斜した傾斜面とされており、



(2) JP 6194804 B2 2017.9.13

10

20

30

40

50

　前記傾斜角は３０°以上７５°以下であり、
　前記境界部側面のうち、前記下端部側の部位（３２１）が前記傾斜角を有する傾斜面で
あり、
　前記境界部側面のうち、前記下端部側の部位よりも上端部（３２ｂ）側の部位（３２２
）は、前記基板の一面に対する傾斜角が前記下端部側の部位よりも大きく且つ９０°以下
である面とされていることを特徴とするモールドパッケージ。
【請求項２】
　前記モールド樹脂における前記基板の一面とは反対側の上面（３３）は、全体が平坦な
平坦面とされていることを特徴とする請求項１に記載のモールドパッケージ。
【請求項３】
　前記基板の一面のうちの前記露出部には、他の部品（２３）が搭載されていることを特
徴とする請求項１または２に記載のモールドパッケージ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、モールド樹脂で樹脂よりなる基板の一面のうちの一部を封止し、残部を露出
させるようにしたハーフモールドタイプのモールドパッケージに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、この種のハーフモールドタイプのモールドパッケージとしては、基板と、基
板の一面に搭載された電子部品と、基板の一面に設けられ電子部品とともに基板の一面を
封止するモールド樹脂と、を備えたものが提案されている（特許文献１参照）。
【０００３】
　ここで、基板は、プリント基板等の樹脂よりなり、一面と他面とが表裏の板面の関係に
あるものである。そして、このものにおいては、基板における一面とは反対側の他面は、
モールド樹脂より露出している。
【０００４】
　ここで、さらに、モールド樹脂は、基板の一面の一部を封止して当該一面の残部を露出
させるように、基板の一面に配置されている。つまり、基板の一面の一部は、モールド樹
脂で封止された封止部とされ、当該一面の残部は、モールド樹脂より露出する露出部とさ
れている。これは、基板の一面の露出部上に、モールド樹脂で封止されない他の部品を搭
載したり、露出部上の配線等により外部と接続したりするなどの理由による。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１３－１５２９７１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、上記した従来の構成の場合、基板のうち封止部と露出部とでは、モールド樹
脂の有無によるパッケージ厚さの違いや、線膨張係数の違い等、構造的あるいは物性的な
違いが存在する。
【０００７】
　そのため、これらの違いにより、基板においては封止部よりも露出部の方が、熱変形が
大きくなり、この熱変形差により、基板における封止部と露出部との境界部に応力が集中
する。すると、当該境界部にて基板のクラックや、モールド樹脂の剥離等のダメージが生
じる。
【０００８】
　また、本発明者は、生産性の観点からＭＡＰ（Ｍｏｌｄｅｄ　Ａｒｒａｙ　Ｐａｃｋａ
ｇｉｎｇ）成形でモールドパッケージを作ることを進めている。このＭＡＰ成形によれば
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、多連状態の基板をモールド樹脂で一括して封止した後、モールド樹脂とともに基板を切
断して個片化することにより、１個のパッケージを形成する。
【０００９】
　本発明は、上記事情を鑑みてなされたものであり、ＭＡＰ成形で作られ、モールド樹脂
で基板の一面のうちの一部を封止し、残部を露出させるようにしたハーフモールドタイプ
のモールドパッケージにおいて、基板における封止部と露出部との境界部にて発生する基
板やモールド樹脂へのダメージを適切に抑制することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明者は、上記したＭＡＰ成形で作られるハーフモールドタイプのモールドパッケー
ジについて、鋭意検討した。
【００１１】
　この場合、モールド樹脂は、基板の一面のうちの封止部を封止して露出部を露出させる
ように、基板の一面に配置されるが、典型的には、基板の一面の上方から視たときの平面
形状が矩形をなすものとなる。つまり、モールド樹脂の平面形状の外郭は、４個の側面に
より規定される。そこで、本発明者は、このような平面矩形のモールド樹脂について、検
討を進めた。
【００１２】
　ここで、ＭＡＰ成形によれば、平面矩形のモールド樹脂における４個の側面のうち少な
くとも１つの側面は、ＭＡＰ成形後のモールド樹脂および基板の切断面として、基板の端
面と同一平面に位置する側面、すなわち端部側面となる（後述の図１、図２等参照）。
【００１３】
　さらに、上述したが、モールド樹脂は、基板の一面の一部を封止し、残部を露出させる
構成が採られる。そのため、モールド樹脂における４個の側面のうち少なくとも１つの側
面は、基板の一面における封止部と露出部との境界部に位置して基板の一面から当該一面
上に延びる側面、すなわち境界部側面となる。なお、このモールド樹脂の境界部側面は、
モールド樹脂を成形する金型の内面により形成される。
【００１４】
　ここで、本発明者は、上記ダメージを小さくするためには、このモールド樹脂の境界部
側面を、基板の一面との接触部分から傾斜した傾斜面とすればよいと考えた。そうすれば
、当該傾斜面とされた境界部側面において、基板の一面との接触部である下端部側に向か
ってモールド樹脂の厚さが徐々に薄くなっていく構成となるため、当該基板の境界部に発
生する応力が緩和され、上記ダメージを抑制できると考えられる。
【００１５】
　しかし、この傾斜面の傾斜角を小さくしすぎると、この傾斜面の部分にてモールド樹脂
が薄くなりすぎた構成となってしまう。そうすると、当該傾斜面におけるモールド樹脂の
部分の機械的強度が小さくなることから、当該部分において、モールド樹脂の割れ等の恐
れがある。
【００１６】
　そこで、このような傾斜面とされた構成において、傾斜角と、上記基板の境界部に発生
する応力および上記モールド樹脂の機械的強度との関係を実験的に調査した。その結果、
最適な傾斜角を見出した。本発明は、このような検討結果に基づいて創出されたものであ
る。
【００１７】
　すなわち、請求項１に記載の発明では、一面（１１）と他面（１２）とが表裏の板面の
関係にある樹脂よりなる基板（１０）と、基板の一面に搭載された電子部品（２０、２１
）と、基板の一面に設けられ、電子部品とともに基板の一面を封止するモールド樹脂（３
０）と、を備え、基板の他面は、モールド樹脂より露出しているハーフモールドタイプの
モールドパッケージであって、
　モールド樹脂は、基板の一面の一部である封止部（１ａ）を封止しつつ当該一面の残部
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を露出部（１ｂ）として露出させるように、基板の一面に配置されたものであり、モール
ド樹脂における側面（３１、３２）のうち少なくとも１つの側面は、基板の端面（１３）
と同一平面に位置する端部側面（３１）とされており、モールド樹脂における側面のうち
少なくとも１つの側面は、基板の一面における封止部と露出部との境界部に位置して基板
の一面から当該一面上に延びる境界部側面（３２）とされており、境界部側面のうち、少
なくとも基板の一面に接する下端部（３２ａ）側の部位は、基板の一面に対する傾斜角（
θ）が鋭角となるように、前記基板の一面に対して傾斜した傾斜面とされており、傾斜角
は３０°以上７５°以下であり、境界部側面のうち、下端部側の部位（３２１）が傾斜角
を有する傾斜面であり、境界部側面のうち、下端部側の部位よりも上端部（３２ｂ）側の
部位（３２２）は、基板の一面に対する傾斜角が下端部側の部位よりも大きく且つ９０°
以下である面とされていることを特徴とする。
【００１８】
　本発明のように、この種のモールドパッケージにおいて、傾斜角を７５°以下とすれば
、後述する図３の如く、基板の境界部に発生する応力を、製品の品質保証上、実質問題無
い程度にて基板のクラックが発生しないレベルまで、小さいものにできる。
【００１９】
　また、傾斜角を３０°以上とすれば、後述する図３の如く、傾斜面である境界部側面に
おけるモールド樹脂の部分の機械的強度を、製品の品質保証上、実質問題無い程度にて割
れが発生しないレベルまで、大きいものにできる。
【００２０】
　このように、本発明によれば、モールド樹脂における境界部側面を上記傾斜面とし、そ
の傾斜角を３０°以上７５°以下とすることにより、基板における封止部と露出部との境
界部にて発生する基板やモールド樹脂へのダメージを適切に抑制することができる。
【００２１】
　なお、特許請求の範囲およびこの欄で記載した各手段の括弧内の符号は、後述する実施
形態に記載の具体的手段との対応関係を示す一例である。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の第１実施形態にかかるモールドパッケージの概略断面図である。
【図２】図１の概略的な上面図である。
【図３】傾斜角θと、基板の境界部に発生する破断応力および境界部側面におけるモール
ド樹脂の部分の破断強度との関係を示すグラフである。
【図４】本発明の第２実施形態にかかるモールドパッケージの概略断面図である。
【図５】本発明の第３実施形態にかかるモールドパッケージの概略断面図である。
【図６】本発明の他の実施形態にかかるモールドパッケージの上面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本発明の実施形態について図に基づいて説明する。なお、以下の各実施形態相互
において、互いに同一もしくは均等である部分には、説明の簡略化を図るべく、図中、同
一符号を付してある。
【００２４】
　（第１実施形態）
　本発明の第１実施形態にかかるモールドパッケージＰ１について、図１、図２を参照し
て述べる。このモールドパッケージＰ１は、たとえば自動車などの車両に搭載され、車両
用の各種電子装置を駆動するための装置として適用されるものである。なお、図２に示さ
れる平面図中では、モールド樹脂３０を透過してモールド樹脂３０の内部に位置する構成
要素を実線にて示している。
【００２５】
　本実施形態のモールドパッケージＰ１は、大きくは、一面１１と他面１２とが表裏の板
面の関係にある基板１０と、基板１０の一面１１に搭載された電子部品２０、２１と、基
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板１０の一面１１に設けられ、電子部品２０、２１とともに基板１０の一面１１を封止す
るモールド樹脂３０と、を備えている。
【００２６】
　ここで、基板１０における一面１１とは反対側の他面１２は、モールド樹脂３０より露
出している。このように、モールドパッケージＰ１は、ハーフモールドタイプのものとさ
れている。
【００２７】
　基板１０は、プリント基板等の樹脂よりなるものであり、典型的には、平面矩形の板状
をなす。ここでは、図２に示されるように、基板１０は、一面１１と他面１２とが表裏の
板面とされ、４個の端面１３により外郭が規定された矩形板状をなす。ここで、基板１０
の一面１１には、電子部品２０、２１を搭載して接続するためのワイヤランド４０や部品
ランド４１が設けられている。
【００２８】
　電子部品２０、２１としては、基板１０の一面１１に搭載可能な表面実装部品、あるい
は、スルーホール実装部品などが挙げられる。ここでは、電子部品として、ＩＣチップ２
０と受動素子２１とが示されている。
【００２９】
　ＩＣチップ２０は、はんだやＡｇペースト等の図示しないマウント材を介して基板１０
の一面１１に固定され、ＡｕやＡｌ等のボンディングワイヤ２２によってワイヤランド４
０に接続されている。また、受動素子２１は、コンデンサや抵抗等であり、これも図示し
ない上記マウント材によって部品ランド４１に接合されている。
【００３０】
　モールド樹脂３０は、通常この種のモールドパッケージに用いられるモールド材料より
なり、必要に応じて、当該樹脂中にアルミナやシリカ等のフィラーが含有されたものであ
る。このモールド樹脂３０は、トランスファーモールド法やコンプレッションモールド法
等の金型により形成される。
【００３１】
　モールド樹脂３０は、基板１０の一面１１の一部である封止部１ａを封止しつつ当該一
面１１の残部を露出部１ｂとして露出させるように、基板１０の一面１１に配置されてい
る。ここで、基板１０の一面のうち封止部１ａは、上記電子部品２０、２１が搭載されて
いる部位であり、露出部１ｂは、露出部１ｂ上の図示しない配線等により外部と接続した
りする部位である。
【００３２】
　このようなモールドパッケージＰ１は、ＭＡＰ成形により製造される。すなわち、モー
ルドパッケージＰ１は、多連状態の基板１０を、金型を用いてモールド樹脂３０で一括し
て封止した後、モールド樹脂３０とともに基板１０を切断して個片化することにより、形
成される。
【００３３】
　ここで、基板１０の一面１１の上方から視たときのモールド樹脂３０の平面形状は、図
２に示されるように、ＭＡＰ成形による典型的な矩形をなしている。つまり、モールド樹
脂３０は、４個の側面３１、３２にて外郭を規定された矩形板状とされている。
【００３４】
　また、モールド樹脂３０のうち基板１０の一面１１とは反対側の板面である上面３３は
、全体が平坦な平坦面とされている。これは、ＭＡＰ成形によれば、金型でモールド樹脂
３０が成形されるのでポッティング等により成形されたモールド樹脂とは異なり、モール
ド樹脂３０における上面３３は、金型の内面に対応した平坦面となるためである。なお、
ポッティング成形の場合には、典型的には、モールド樹脂の上面は凸曲面となる。
【００３５】
　そして、この平面矩形をなすモールド樹脂３０における４個の側面３１、３２のうち３
個の側面は、基板１０の端面１３と同一平面に位置する端部側面３１とされている。一方
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、モールド樹脂３０における４個の側面３１、３２のうち残り１個の側面は、基板１０の
一面１１における封止部１ａと露出部１ｂとの境界部に位置して基板１０の一面１１から
当該一面１１上に延びる境界部側面３２とされている。
【００３６】
　ここで、モールド樹脂３０の端部側面３１は、上記ＭＡＰ成形におけるモールド樹脂３
０および基板１０の切断により形成される切断面として構成されている。一方、モールド
樹脂３０の境界部側面３２は、金型の内面により成形された面として構成されている。
【００３７】
　そして、この境界部側面３２は、基板１０の一面１１とのなす角度すなわち基板１０の
一面１１に対する傾斜角θが鋭角となるように、基板１０の一面１１に対して傾斜した傾
斜面とされている。
【００３８】
　ここでは、境界部側面３２は、基板１０の一面１１に接する下端部３２ａからモールド
樹脂３０の上面３３との境界である上端部３２ｂまで均一な傾斜角θを有するものとされ
ている。つまり、境界部側面３２の全体が、傾斜角θを有する傾斜面とされている。
【００３９】
　ここで、本実施形態では、この傾斜角θを３０°以上７５°以下としている。これは、
車両での使用時における冷熱サイクルにより発生する熱変形によって、基板１０における
封止部１ａと露出部１ｂとの境界部にて発生する基板１０やモールド樹脂３０へのダメー
ジを抑制するためである。この傾斜角θの範囲の根拠については、後述する。
【００４０】
　ここで、モールドパッケージＰ１における基板１０およびモールド樹脂３０の材質、寸
法について、具体例を述べておく。なお、この具体例は、この種の典型的なモールドパッ
ケージにおける材質および寸法である。
【００４１】
　まず、基板１０およびモールド樹脂３０は、ポリアクリル系樹脂、ポリイミド系樹脂、
エポキシ系樹脂などの典型的な樹脂材料から構成される。また、基板１０の厚さ（つまり
板厚）およびモールド樹脂３０の厚さ（つまり板厚）については、特に規定しないが、好
ましくは、モールド樹脂３０の方が基板１０よりも厚いものとする。
【００４２】
　たとえば、基板１０の厚さを１としたとき、モールド樹脂３０の厚さは２．５～５とす
ることが望ましい。このような厚さの関係を満足した上で、たとえば、基板１０の厚さは
０．６～１．６ｍｍ程度であり、モールド樹脂３０の厚さは２．０～６．０ｍｍ程度であ
る。
【００４３】
　また、基板１０の物性については、好ましくは線膨張係数が８～２０ｐｐｍ、ヤング率
が１０～４０ＧＰａである。モールド樹脂３０の物性については、好ましくは線膨張係数
が９～２０ｐｐｍ、ヤング率が１０～３０ＧＰａである。
【００４４】
　ここで、図３を参照して、上記傾斜角θを３０°以上７５°以下とした根拠について述
べる。この図３は、モールドパッケージＰ１について、上記具体例に示したような典型的
な材質および寸法を適用し、これについて実験および検討を行うことによって求めたグラ
フである。
【００４５】
　図３では、傾斜角θを変えた時の基板１０の境界部に発生する破断応力と、境界部側面
３２におけるモールド樹脂３０の部分の破断強度とを、確認した結果が示されている。こ
こでは、横軸に傾斜角θ、左の縦軸に黒丸プロットとしての上記基板１０の破断応力、右
の縦軸に白四角プロットとしての上記モールド樹脂３０の破断強度を示している。
【００４６】
　図３において、上記基板１０の破断応力は、上記熱変形によって基板１０の境界部にて
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基板１０にクラックが発生する応力である。この破断応力は、シミュレーションにより求
め、標準偏差－４σの確率で熱変形により基板１０にクラックが発生する値を１と規格化
し、図３では相対値を示している。
【００４７】
　また、図３において、上記モールド樹脂３０の破断強度は、傾斜面である境界部側面３
２におけるモールド樹脂３０の部分が、上記熱変形によって割れを発生する強度である。
なお、境界部側面３２におけるモールド樹脂３０の部分とは、図１、図２に示されるよう
に、モールド樹脂３０のうち境界部側面３２の直下に位置する部分である。
【００４８】
　当該部分は、境界部側面３２が傾斜面であるがゆえに、モールド樹脂３０のうち上面３
３の直下に位置する部分に比べて、薄いものとされている。ここでは、モールド樹脂３０
の破断強度は、実験等により求め、標準偏差＋４σの確率で熱変形によりモールド樹脂３
０の当該部分に割れが発生する値を１と規格化し、図３では相対値を示している。
【００４９】
　図３に示されるように、基板１０の破断応力およびモールド樹脂３０の破断強度は、モ
ールド樹脂３０の境界部側面３２の傾斜角θが大きくなるにつれて大きくなっていき、当
該傾斜角θが小さくなるにつれて小さくなっていく。
【００５０】
　つまり、傾斜角θが大きくなると、境界部側面３２におけるモールド樹脂３０の部分で
は、当該モールド樹脂３０が厚くなることから破断強度は大きくなるが、逆に基板１０の
破断応力も大きくなるので、基板１０のクラックが発生しやすくなる。一方、傾斜角θが
小さくなると、基板１０の破断応力は小さくなるが、逆に、境界部側面３２におけるモー
ルド樹脂３０の部分では、当該モールド樹脂３０が薄くなることから、割れが生じやすく
なる。
【００５１】
　そこで、本発明者は、基板１０の破断応力およびモールド樹脂３０の破断強度について
、標準偏差４σよりも厳しい基準である標準偏差６σとなる値を基準とすることにした。
図３には、上記破断応力の標準偏差－６σとなる値０．８をＡ１で示し、上記破断強度の
標準偏差６σとなる値１．２をＢ１で示している。
【００５２】
　まず、基板１０の破断応力については、傾斜角θが７５°であるとき、０．８すなわち
標準偏差－６σの値Ａ１となる。これにより、傾斜角θは７５°以下とした。このように
傾斜角θを７５°以下とすれば、標準偏差６σの確率で、上記した熱変形による基板への
クラック発生を防止できる。
【００５３】
　一方、モールド樹脂３０の破断強度については、傾斜角θが３０°であるとき、１．２
すなわち標準偏差＋６σの値Ｂ１となる。これにより、傾斜角θは３０°以上とした。こ
のように傾斜角θを３０°以上とすれば、標準偏差６σの確率で、上記した熱変形による
モールド樹脂の割れ発生を防止できる。
【００５４】
　以上のように、本実施形態によれば、傾斜角θを３０°以上７５°以下とすれば、基板
１０における封止部１ａと露出部１ｂとの境界部における基板１０のクラック発生および
モールド樹脂３０の割れ発生を、製品の品質保証上、実質問題無いレベルにて抑制するこ
とができる。そのため、当該境界部にて発生する基板１０やモールド樹脂３０へのダメー
ジを適切に抑制することができる。
【００５５】
　（第２実施形態）
　本発明の第２実施形態にかかるモールドパッケージＰ２について、図４を参照して、上
記第１実施形態との相違点を中心に述べる。
【００５６】
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　上記第１実施形態では、モールド樹脂３０の境界部側面３２の全体が、傾斜角θを有す
る傾斜面とされていた。それに対して、本実施形態では、境界部側面３２は、基板１０の
一面１１に接する下端部３２ａ側の部位３２１と、上端部３２ｂ側の部位３２２との境界
が凹むように屈曲した２段の傾斜構成とされている。
【００５７】
　具体的に、本実施形態では、境界部側面３２のうち下端部３２ａ側の部位３２１が、上
記傾斜角θを有する傾斜面であり、上端部３２ｂ側の部位３２２は、基板１０の一面１１
に対する傾斜角θ２が上記傾斜角θよりも大きく且つ９０°以下である面とされている。
つまり、下端部３２ａ側の部位３２１の傾斜角θは、３０°≦θ≦７５°であり、上端部
３２ｂ側の部位３２２の傾斜角θ２は、θ＜θ２≦９０°である。
【００５８】
　このような２段の傾斜構成を採用することにより、モールド樹脂３０における境界部側
面３２の部分において、モールド樹脂３０の薄い部分を少ないものにできる。具体的には
、傾斜角θを小さくしても、モールド樹脂３０のうち下端部３２ａ側の部位の直下に位置
する部分は薄くなるが、それに比して、上端部３２ｂ側の部位３２２の直下に位置する部
分では、厚さを確保できる。
【００５９】
　そのため、本実施形態では、封止部１ａと露出部１ｂとの境界部におけるモールド樹脂
３０の割れを抑制するという点で、好ましい。この点を考慮すれば、図４に示されるよう
に、モールド樹脂３０のうち下端部３２ａ側の部位の直下に位置する部分の幅Ｗは、傾斜
角θが３０°の場合、０．５ｍｍ以下であることが望ましい。
【００６０】
　また、本実施形態においても、境界部側面３２における下端部３２ａ側の部位３２１の
傾斜面構成が、上記第１実施形態と同様のものであることから、上記同様に、上記境界部
における基板１０のクラック発生およびモールド樹脂３０の割れ発生を抑制することがで
きる。
【００６１】
　つまり、モールド樹脂３０の境界部側面３２のうち少なくとも下端部３２ａ側の部位３
２１が、３０°～７５°の傾斜角θを有する傾斜面とされた構成であれば、上記境界部に
て発生する基板１０やモールド樹脂３０へのダメージを適切に抑制することができる。
【００６２】
　（第３実施形態）
　本発明の第３実施形態にかかるモールドパッケージＰ３について、図５を参照して述べ
る。本実施形態では、基板１０の一面１１の露出部１ｂ上には、モールド樹脂３０で封止
されない他の部品として受動素子２３が搭載されている。この受動素子２３は、上記第１
実施形態の受動素子２１に採用可能なものから選択されたものとされるが、当該他の部品
としては、受動素子以外の表面実装部品やスルーホール実装部品であってもよい。
【００６３】
　（他の実施形態）
　なお、上記各実施形態では、モールド樹脂３０の４個の側面のうち３辺が端部側面３１
、残りの１辺が境界部側面３２であったが、これに限定するものではなく、図６に示され
るように、当該４辺の側面のうち２辺が端部側面３１で、残りの２辺が境界部側面３２で
もよい。
【００６４】
　さらには、図示しないけれども、当該４辺の側面のうち１辺が端部側面３１で、残りの
３辺が境界部側面３２であってもよい。つまり、モールド樹脂３０としては、４個の側面
において端部側面３１、境界部側面３２が、それぞれ少なくとも１つ、あればよい。
【００６５】
　また、上記第２実施形態において、境界部側面３２における上端部３２ｂ側の部位３２
２を、さらに多段階に傾斜させた構成としてもよい。ただし、この場合でも上端部３２ｂ
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側の部位３２２における複数の傾斜面の傾斜角が、下端部３２ａ側の部位３２１の傾斜角
θよりも大きく且つ９０°以下であることが必要である。
【００６６】
　また、本発明は上記した実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載し
た範囲内において適宜変更が可能である。また、上記各実施形態は、互いに無関係なもの
ではなく、組み合わせが明らかに不可な場合を除き、適宜組み合わせが可能であり、また
、上記各実施形態は、上記の図示例に限定されるものではない。
【符号の説明】
【００６７】
　１ａ　　基板の一面の封止部
　１ｂ　　基板の一面の露出部
　１０　　基板
　１１　　基板の一面
　１２　　基板の他面
　１３　　基板の端面
　２０　　電子部品としてのＩＣチップ
　２１　　電子部品としての受動素子
　３０　　モールド樹脂
　３１　　モールド樹脂の端部側面
　３２　　モールド樹脂の境界部側面
　θ　　　境界部側面の傾斜角

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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